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伊豆の国市の居住支援について
～居住支援協議会って本当に必要なの?～

2026年2月5日
第16回 令和７年度第２回 中部ブロック居住支援勉強会

静岡県伊豆の国市社会福祉課
0558-76-8036

fukusi@city.izunokuni.shizuoka.jp

本日の説明内容

スピード設立するも･･･ 設立後の試行錯誤･･･

1 居住支援協議会設立の経緯

2 住まい相談対応の現状

3 設立後の活動と協議会運営の課題
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「協議会設立」は
目指していませんでした!

「協議会設立」の効果、
ありました!

「協議会設立」してみないと
わからないことばかり
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１ 居住支援協議会設立の経緯 ～設立までのフェーズ～ 3

令和５年度

※フェーズ
…「居住支援協議会設立の手引き」(R7.3国交省)から引用

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４

基本的な知識習得・
居住支援の必要性の理解

• R5.9 居住支援セミナー受講

• R5.秋頃 とある居住支援法人が伊豆
の国市の窓口来庁

• R6.1 県住まいづくり課が伊豆の国市
社会福祉課にコンタクト

• R6.2 勉強会①（菊川市社会福祉
協議会を講師に）

• R6.3 勉強会②（東部の居住支援法
人２団体との情報交換）

庁内関係部局との
協力体制構築

• R6.4 重層的支援体制整備事業
の開始、居住支援体制の検討を行
うことを福祉事務所内で合意

• R6.5 国交省協議会設立伴走支
援プロジェクト、県と共同応募

• R6.6 伴走支援プロジェクトの採択

• R6.8 庁内・福祉関係機関窓口に
おける住まい関連の相談対応状況
調査 ➡課題の把握!!

民間団体との
協力関係構築

• R6.9 居住支援講演会の合同視聴
＋意見交換会①

• R6.9 市内の不動産事業者すべて
にヒアリング

• R6.10 居住支援法人・家賃債務
保証業者ヒアリング

• R6.12 居住支援講演会の合同視
聴＋意見交換会②

• R7.1 Web研修・残置物処理モデ
ル条項セミナーを関係者で合同視聴

• R7.1 モデルケース会議開催（有
識者にアドバイザーを依頼）

協議会の体制構築

• R6.12 都市整備部・健康福祉部
で協議会設立の検討合意

• R7.1 行政経営会議で設立趣旨説
明

• R7.2 構成員・協力不動産店依頼

• R7.3 市議会説明

• R7.3.18 設立準備会開催

• R7.5.23 第１回協議会、設立記
念講演会

令和６年度 令和７年度

「居住支援協議会設立」、
眼中にありませんでした・・・

相談支援にあたる人たち、頑張り
すぎ。やっぱりみんな困っていた…

不動産事業者へのヒアリングで、
住宅部局が初めてリード!

１ 居住支援協議会設立の経緯 ～住宅部局と福祉部局担当者の所感～ 4

勉強会開始 伴走支援PJ応募 設立決定 設立後の悩み

住
宅
部
局

福
祉
部
局

居住支援はだれの仕事?

•相談支援にあたる職員が、
内覧や契約同行しないといけ
ないの?

•特定の「理解のある不動産
屋」に頼んでいいの?

•福祉のどの部署も「住まい」の
相談を受けている

居住支援法人とつながろう!

•困ったら居住支援法人につ
なげばいい!

•福祉の各部署から、居住支
援法人に直接連絡するのは
迷惑では?

•居住支援法人もいろいろ。ど
ことつながればいい?

「住まい相談」を集約!

•住まいの相談を集約し、居
住支援法人との連携窓口を
一本化!

•人事異動があっても、見識や
ネットワークを蓄積したい!

•住まい相談支援員を配置し
よう!

相談対応だけではダメ

•住居確保給付金（転居
費用補助）は、収入要件
で利用できず

•市税滞納者は公営住宅に
も入れない

•高額家賃でも、住み続ける
しかない?

居住支援はだれの仕事?

•住宅政策は都市整備部都市計画課、
市営住宅管理は総務部管財営繕課、
空き家対策は総務部危機管理課

•「要配慮者」ってなんだ?

居住支援は必要?

•住まいに困っている人ってそんなにいるの?

•相談者を見たことがない

•市営住宅がある

•空き家は増えている

•福祉の制度があるはず

住宅部局も連携しないと
課題解決にならない（ハード面）

•居住支援法人や不動産事業者と連携が必要

•不動産事業者とのつながりはある

•住宅ストックの把握は?

•協議会設立の努力義務化

まずは要配慮者の物件確保から

•管理戸数が減少する公営住宅の代替案

•居住サポート住宅の認定目標値は?

•住まい相談の現状を把握したい

•住宅関係部局を１課にしたい!
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１ 居住支援協議会設立の経緯 ～設立までに見えた課題～

多様な関係者をつなぎ、住まいと生活を横断的に支援・強化したい!

課題１ 地域資源（入居支援、住み続けるための支援）が不足し
ている!

課題２ 入居者への緊急対応時、大家や不動産事業者からの相談
先が明確になっていない!

課題３ 人が変わっても機能する仕組みづくり、特定の支援者に抱
え込ませない役割分担の整理が必要!

5

１ 居住支援協議会設立の経緯 ～課題解決のための設立～

課題解決のための方策の一部が「協議会設立」

解決策1 地域資源（入居支援、住み続けるための支援）を創出す
る場としての、協議会設立

解決策2 大家や不動産事業者からの相談先を明確に 「住まい相
談窓口」の設置

解決策3 「人が変わっても機能する」「できる人がやる」仕組みとして
の、協議会設立

6
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１ 居住支援協議会設立の経緯 ～住まい支援システム 協議会の役割～ 7

伊豆の国市居住支援協議会相
談
支
援
機
能

地
域
資
源
創
出
機
能

住まいの相談支援体制

①住まいを含む
複合的な相談の受け止め

②住まい相談支援員が
住まいの課題を共有・つなぎ

③各種支援会議での支援検討

・支援調整会議（生活困窮自立相談事業）
・地域ケア会議
・自立支援協議会
・支援会議（重層的支援体制整備事業）

④住宅とのマッチング
（構成員との連携）

⑤入居中の生活支援
（居住支援法人と連携）

DV

庁内各課と相談支援機関の相談窓口

相談支援体制を協議会がバックアップ、共に新たな地域資源創出へ ．．．

≪協議会活動内容≫
〇 住宅とのマッチング …相談に応じて、構成員に照会
〇 地域資源の発掘、創出 …入居支援及び入居中の生活支援を検討
〇 貸しやすい、借りやすい住宅市場の環境整備 …居住支援のための普及啓発
〇 関係機関の連携 …ネットワークづくり・相互理解のための場の設定

≪構成員≫
〇 居住支援法人 ▶ホームネット株式会社 ▶株式会社ふじのくにコンシェルジュ ▶株式会社エステートケア沼津

▶有限会社グローブ ▶株式会社さくらパートナーズ ▶居住支援法人あんず
▶REWORK合同会社 ▶居住支援法人パラレル ▶一般社団法人マンパワー

〇 不動産事業者 ▶静岡県宅地建物取引業協会加盟店 ▶全日本不動産協会静岡県本部加盟店
〇 福祉・医療 ▶伊豆の国市社会福祉協議会 ▶伊豆中央地区保護司会

▶伊豆の国市生活困窮者自立支援機関（市社協・NPO法人POPOLO）
▶伊豆の国市地域自立支援協議会 ▶伊豆の国市地域包括支援センター

〇 行 政 ▶都市整備部⾧ ▶健康福祉部⾧ ▶都市計画課⾧ ▶社会福祉課⾧
（伊豆の国市） ▶⾧寿介護課⾧ ▶管財営繕課⾧ 共同事務局

指導・助言

指導・助言

課題検討検討報告

１ 居住支援協議会設立の経緯 ～住まい支援システム 課題から資源創出～ 8
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１ 居住支援協議会設立の経緯 ～設立の効果～ 9

設立の効果は、正直、これくらいしか見つかりません。でも・・・
住まい相談窓口設置は、効果テキメン。

効果１ 協議会設立によるPR効果
（相談件数増加、居住支援法人の認知度アップ、伊豆の国市の知名度?）

効果２ 協議会設立により構成員との連携強化
（スムーズな相談対応、物件確保が図りやすい）

効果３ 地域資源の創出について話し合う「場」はできた!

２ 住まい相談対応の現状 10

住まい相談対応の現状（令和７年４月～12月）

居法人 行政 不動産 大家 関係機関 成約 支援中 居住継続

強制退去 86 4 21 13 17 2 1

高額家賃 64 10 10 11 8 1 2 1

大家都合 15 2 8 1 1 1

住環境劣悪 14 1 1 5 6 1

別居希望 13 1 1 1 1 1

就労 1 1

住居なし 19 0 10

住居確保給付金 67 9 1 5 2

家賃滞納 34 3 5 4 2 2 1

トラブル（大家） 11 1 1 1

退去支援 残置物処理 5 1 1 3

空き物件情報 5 5

保証人なし 1 1

335 39 58 35 22 3 22 5 5 3

賃貸人支援

合計

物件確保状況連携先
相談内容 延件数 実人数

転居希望

居住継続支援

男 女 男 女

20代 1 1

30代 1 1

40代 3 2

50代 21 95 2 6

60～64歳 46 7 4 2

65～69歳 24 2

70～74歳 56 3

75～79歳 25 10 3 1

80歳以上 22 17 2 3

合計 197 131 18 14

年代

延件数 実人数

対象者の年代・性別
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２ 住まい相談対応の現状 ～住まい相談対応フロー～ 11

社会福祉課 福祉関係機関 住まい相談窓口 住宅関係機関

対
象
者
以
外
か
ら
の
相
談

本人が同意すれば、次スライドの対象者からの相談に続きます

２ 住まい相談対応の現状 ～住まい相談対応フロー～ 12

社会福祉課 福祉関係機関 住まい相談窓口 住宅関係機関

対
象
者
か
ら
の
相
談
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３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～令和７年度活動計画～ 13

第１回協議会で構成員と共有したもの 計画の時点で盛り込みすぎた?

３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～構成員への協議事項アンケート～ 14

第１回協議会の開催通知と一緒にアンケート 専門部会の設置で活用したが・・・
注視するリスクが異なっていた!
そもそも設問の選択肢が行政目線?
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３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～今年度の取組み～ 15

R7.5 第１回協議会

•協議会「協議会設立の趣旨、概要、
活動計画について」

•記念講演会「居住支援協議会構成
員のそれぞれの役割」講師:公益社
団法人かながわ住まいまちづくり協会
事業担当部⾧ 入原 修一氏

R7.6 居住支援法人との
研修会

•支援者同士がつながり、知見を持ち寄
る居住支援勉強会「あきらめ宅ない」

R7.7 住まい相談支援員
との連携ミーティング（４回）

•庁内関係課、福祉関係機関、居住支
援法人、不動産店が参加して、住まい
相談への対応フローを確認。連携の方
法・タイミング、伴走の仕方をモデルケー
スを使って確認した。

R7.8 広報紙で居住支援
特集記事掲載

•広報紙で居住支援協議会の設立と居
住支援法人や大家の活動を紹介。

R7.9月、10月 専門部会
「経済的負担軽減部会」

行政「住宅に入る経済的負担を減らしたい。国
費を活用したい。」国メニュー:①家賃、②債
務保証、③改修費補助、④住替え

法人「経済的負担を減らすと自立が遠のく。」「入
る負担軽減よりも残置物処分費など退去時の
負担軽減(国費外)を」「経済的負担軽減よりも
連携方法の改善を」

不動産事業者「家賃などに補助あれば、入りや
すくなるはず。」

R7.11 居住支援講演会

•講演会「高齢者の入居受入れの不安
を解消するには」講師:株式会社R65
山本 遼氏

R7.12 居住支援法人と
の研修会

•支援者同士がつながり、知見を持ち寄
る居住支援勉強会「あきらめ宅ない」

R8.1 協議会運営に関す
る事務局打合せ

•協議会設立による効果検証

•現状の課題整理

•改善案の検討

▲広報いずのくに特集

住まい相談窓口、大忙し。
一般の大家さんからの相談も。

注視するリスクが異なる!
望まれる地域資源とは・・・

賃貸人向け講演会
協議会構成員と福祉関係機関
職員が多く、一般の賃貸人は少数。

アドバイザーの助言で
協議会設立初年度の活動と課題を
考察してみました（スライド17～）

３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～初年度協議できたこと～ 16

住宅SN法施行通知 別紙６ 地域の居住支援体制の整備を推進する居住支援協議会の設立
等について 第２ 市区町村・市区町村居住支援協議会について に当てはめて整理。

「基本的な協議事項」はこのまま継続していく、「発展的な協議事項」は専門部会を設置して検討していく

協議事項１
居住サポート住宅等の情報提供、入居
可能な物件の情報提供

協議事項２

協議事項３

要配慮者や賃貸人等に対する「情報の提供」
▶ 賃貸人等が活用できる制度の情報提供
▶ 要配慮者が入居可能な物件や関連サービスの情報提供

住まい相談対応フローの確認、連携方
法の提案・検討

要配慮者からの相談に対応するための「体制の整備」
▶ 相談への対応状況を踏まえた、住まい相談のあり方
▶ 相談に応じた連携・支援するための関係者の役割分担

個別ケース会議への構成員参加、構成
員との連携による物件確保

要配慮者に対する賃貸住宅供給施策と要配慮者の生活の安定・
向上に関する施策との「連携の推進」
▶ 個別ケースへの対応や連携方法
▶ 公的賃貸住宅の管理・活用や不動産事業者と連携した物件確保の方法

協議事項４
要配慮者の経済的負担を軽減する方
策を検討（専門部会設置）

要配慮者の居住ニーズに対応する「住宅ストックの発掘・充実」
▶ 公的賃貸住宅の活用 ▶ セーフティネット登録住宅や居住サポート住宅の供給拡
大の方策 ▶ 空き家管理・活用施策との連携 ▶ サブリース物件やシェルター活用

協議事項５ ー
要配慮者の居住ニーズに対応する居住支援の取組みの拡大
▶ 家賃債務保証・身元保証・緊急連絡先提供の仕組み ▶安否確認・見守りの仕組
み ▶ 円滑な残置物処理や死後事務委任の取組み推進 ▶人材育成・スキルアップ

基
本
的
な
協
議
事
項

発
展
的
な
協
議
事
項
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３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～事務局打合せでの考察～ 17

課題１ 協議会構成員としての活動内容が不明確である。

「協議会」「専門部会」「連携ミーティング」「勉強会」「講演会」等の開催頻度が定まっていない。

改善案
今年度の事業報告と来年度の事業計画を作成し、協議会に諮る。
（例年５月の協議会を定例会とする。開催日時は、前年度中に調整し、
議事については事前の構成員から意見聴取をする）

現時点では、事務局案です。

第１回協議会で事業計画を示したが、毎年度、事業計画の提示や、事業の進捗、実績について示す必要がある。

どのような立場で出席しているか（「構成員として」なのかどうか）、構成員が把握できていない。
➡ 構成員としての参加であれば、不動産事業者である構成員は、所属する不動産団体に通知。

専門部会で協議すべき協議題の提出
方法を、構成員に周知する必要がある。

３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～事務局打合せでの考察～ 18

課題２ 協議会に協議課題を挙げる場がない。

構成員の日頃の業務の中で感じた課題や、構成員間で共有したい情報、知見を深めたい内容など、
自由に構成員間で議論する場がない。

スライド８ 伊豆の国市住まい支援システム再掲

設立時に想定していた
「課題の共有の場」が、
ふわっとしたイメージどまり。
具体的にどうやるか・・・
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３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～事務局打合せでの考察～ 19

改善案

① 構成員区分（居住支援法人・不動産事業者・福祉関係団体
・行政）ごとに、連絡会を設置し、課題の抽出を行う。

② 専門部会の設置や協議会の議題等は、事前に連絡会代表者に諮る。

③ 住まい相談窓口との連携ミーティングは、人事異動を考慮し、
毎年度１回定例開催。

現時点では、事務局案です。

３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～事務局打合せでの考察～ 20

課題３ 行政内の居住支援の所管課や、事務局内の役割分担が明確になっていない。

事務分掌規則では、居住支援の所管課が明確に規定されていない。
【現状の根拠?】 都市計画課 土地対策係 ・・・ 住宅政策に関すること

社会福祉課 地域福祉係 ・・・ 生活困窮者の自立支援に関すること

設立時に、都市計画課と社会福祉課で「共同事務局」を担うことに決定していた
（設置要綱が根拠）が、事務局の業務分担は明確にしていなかった。
設立準備のときから、両部局の担当者が「あ。うん。の呼吸で?」

共同事務局の役割分担が明確になっていないことにより、協議会活動が活発にならない。
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３ 設立後の活動と協議会運営の課題 ～事務局打合せでの考察～ 21

改善案 ① 事務分掌については現行どおり（のりしろがあってもいい!）
② 共同事務局である両課の所掌業務を明確にする。

【所掌事務のイメージ】

参考:日本社会事業大学専門職大学院 井上由起子教授

賃貸人の支援、住宅市場の環境
整備に資する業務

賃貸人の不安を軽減する資源創出
（協議題の把握、専門部会の設置）

SN住宅・居住サポート住宅の普及

空き物件の相談受付

賃貸人と居住支援法人のネットワーク
づくり

賃貸人・不動産事業者向け研修会等
立案

住宅確保要配慮者の相談支援、
住宅確保に資する業務

入居支援・入居中の生活支援関連の
資源創出（協議題の把握、専門部会
の設置）

住まい相談支援

入居者に関する賃貸人の相談受付

福祉関係機関と居住支援法人のネット
ワークづくり

福祉関係機関向け研修会等立案

都市計画課
【対物支援】
賃貸人支援

社会福祉課
【対人支援】
要配慮者支援

３ 設立後の活動と協議会運営の課題 22

改善案 ③ 事務局の業務内容を明確にする。
➡ 今年度中に、運営の手引きを作成しておこう!

業務 担当課 想定される業務内容

協議会構成員管理
都市計画課 居住支援法人・不動産事業者の追加（承諾書の受諾、起案）
社会福祉課 協議会構成員管理アプリ（kintone）管理

協議会の招集、運営 都市計画課 日程設定、会場確保、起案、通知、出欠管理、会場設営、会議資料とりまとめ

協議題の把握
都市計画課 SN住宅／居サポ住宅、賃貸人の不安軽減に資するもの
社会福祉課 入居支援、入居中の生活支援に資するもの

専門部会の設置
都市計画課 SN住宅／居サポ住宅、賃貸人の不安軽減に資するもの
社会福祉課 入居支援、入居中の生活支援に資するもの

研修会・講演会の企画
都市計画課 賃貸人向け、住宅市場の整備に資するもの
社会福祉課 福祉関係機関向け、入居中の生活支援に資するもの

関係者の連携の場づくり
都市計画課 賃貸人と居住支援法人について
社会福祉課 福祉関係機関と居住支援法人について、連携状況の分かる資料提供

住まい相談窓口との連携 社会福祉課 住まい相談受付状況の把握、分析、課題の抽出
居住サポート住宅申請・管理 都市計画課 事前相談受付、変更届受付、定期報告
静岡県居住支援協議会と連絡調整 都市計画課 県協議会からの通知等の収受、構成員への周知
報道提供、広報掲載 社会福祉課 報道提供、市民向け広報、ホームページ管理

協議会設置要綱の
所管課は都市計画課。

協議会予算管理
はありません。
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居住支援協議会って本当に必要なの? 23

住まい相談窓口を設置して、居住支援協議会がないままだったら・・・

でも相談に来る人は、市民のほんの一部です。

相談対応、入居支援

住まい相談窓口を
ハブとして、対応可能

公営住宅の在り方見直し 空き家の利活用 リスク分散の仕組み 物件確保の仕組み 見守りの仕組み 支援者のスキルアップ

もっと多くの市民のための ↓↓ このような仕組みを検討することはできないままですが。

居住支援協議会って本当に必要なの? 24

なぜ市町村の住宅部局と福祉部局が連携するのか?

社会の仕組みの変化や法改正で、多くのことがいずれ解消され、新たな課題が生まれます。

ハイリスクな要配慮者は、個別に支援が必要です。

住宅部局と福祉部局は毎回WIN-WINではないが、全体的に見ればWIN。

アプローチが違うので
１部局では無理

例えば、SN住宅供給拡大のため、

支援制度を創設したとしても、

市税滞納者は利用できません

参考:日本社会事業大学専門職大学院 井上由起子教授
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（参考）わがまちの概況 25

（参考）居住支援関連施策 26


